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途上国での自立生活運動発展の可能性に関する考察

中 西　由 起 子

はじめに

　先進国において，障害者をエンパワーし，その権利を擁護する障害当事者

の活動として，自立生活（�������������	
	��，以下��と略す）運動は着実な発

展を遂げている。しかしそれは，周囲の人に依存してしか生きる術のない途

上国の障害者にとっては，夢のような話と思われてきた。

　近年は障害者が自助団体を設立し，自分たちの権利に目を向けて２００６年に

国連で障害者の権利条約を採択させるにいたる世界的な動きの一翼を担うな

ど，途上国においても医療モデルから社会モデルへの変化が起こっている。

しかし非障害者との距離はなかなか埋まらず，差別は是正されないままで

あった。そのため障害者は，新しい戦略として��運動に関心を向けた。

　これまで��と同様な地域基盤の戦略として途上国で実践されている���

（地域に根ざしたリハビリテーション）については中西・久野［１９９７］などの研

究があるが，途上国と��について詳細に論じたものはなく，本稿は研究が先

行している���と��とを比較しつつ，日本の障害者がアジアで��を推進する

説明ともなる��の優位性を論じた。以下，本稿では，先進国で発展してきた

��の歴史，概念，��センターについて説明し（第１節），途上国での��の可能

性を考察し（第２節），��の視点で���を分析（第３節）したあと，アジアの

途上国での事例をあげ（第４節），途上国モデル設立の際の日本の貢献を検証



（第５節）し，最後に今後の課題（第６節）を述べる。

第１節　��とは

　１．歴史

　��運動は１９６０年代リハビリテーション・サービスでの決定が自分たちの意

思を無視して進められることに悩んでいた米国の障害者たちによって始めら

れた。彼らはその頃ピークを迎えた黒人による公民権運動におおいに触発さ

れ，大学のキャンパスを中心に自由を求めた。

　そのひとりエド・ロバーツ（��������	
）は呼吸器つきの車椅子に乗った重

度障害者でありながら，カリフォルニア大学バークレー校内で介助や住宅，

交通，車いす修理，ピア・カウンセリング等のサービスを提供できるように

し，自由な生活を謳歌した。１９７２年，卒業を控えたエドが何の支援サービス

も存在しなかった地域でも同じものを作ろうと，同様な重度障害をもつ仲間

と始めた自助活動を��センターとして組織化した。そのあとを追って同年に

ヒューストン，１９７４年ボストンと急速に��センターが誕生した。

　センターは，全米の障害者たちが一丸となって闘い勝ち取った１９７８年のリ

ハビリテーション法改正によって連邦政府の財政的支援を受けられるように

なった。１９７９年にはガーベン・デジョング（����������	�
）が従来のリハビ

リテーションから自立生活へのパラダイム変換を明確にし（表１），��を社会

運動として学問的・理論的に位置づけた。

　この２つの出来事は全米での��センターの普及を加速した。

　��運動がほかの先進国に広まり，欧米ではアメリカの要件に準じた多くの

��センターが作られている。その結果，米国には全国自立生活協議会

（����）（１），カナダにはカナダ自立生活センター協会（�����）（２），日本では全

国自立生活センター協議会（���）（３），ヨーロッパではヨーロッパ自立生活ネッ
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トワーク（����）（４）という��センターの連合体が結成されている。１９９９年に

第１回世界��サミットがワシントンで開催され，計３回のサミットには途上

国から障害者リーダーも参加した。

　２．概念

　エド・ロバーツら��運動の創始者が掲げた思想は，次の４つのものである

（中西［１９９１��３２０］）。

�障害者は「施設収容」ではなく「地域」で生活すべきである。

�障害者は，治療を受けるべき患者でもないし，保護される子供でも，崇拝

されるべき神でもない。

�障害者は援助を管理すべき立場にある。

�障害者は，「障害」そのものよりも社会の「偏見」の犠牲者になっている。

　リハビリテーションの目的は，専門家の指導のもと，非障害者にできるだ

け近づくことであった。たとえば，機器を使い２時間かかろうとも毎回の食
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（出所）DeJong［1979：62］

表１　リハビリテーションと自立生活のパラダイム

項目 リハビリテーション・パラダイム 自立生活パラダイム

問題の定義

期待される成果

誰が管理するのか

社会位置づけ

問題の所在

問題の解決

心身障害

職業技能の欠如

最大限の身辺自立

収入が得られる雇用

専門家

個人

専門家の介入や治療

障害をもつ人は「患者」もしくは

「クライアント（世話を受ける人）」

専門家などへの依存

日常生活をするうえでの妥当な選択

肢の管理

環境

医療やリハビリテーションの過程

消費者（障害当事者）

障害をもつ人はサービスの「消費者」

障壁の除去

権利擁護

自助

消費者コントロール



事をひとりで食べることが評価の対象となった。��運動においては，リハビ

リテーションは一生の課題ではないことが強調された（５）。そこでは，介助を

受けること自体は主体性を損なうものとはみなされず，自らの意志によって

選択し，決定することに価値がおかれている。

　３．��センターの活動

　日本の��センターの要件（６）は，適切なモデルと考えられた米国リハビリ

テーション法による連邦政府補助金受給資格要件（７）に倣っている。連邦の

要件は，

�意思決定機関の責任および実施機関の責任者が障害者であること。

�意思決定機関の構成員の過半数が障害者であること。

�権利擁護と情報提供を基本サービスとし，かつ次の４つのサービスのうち

２つ以上の不特定多数に提供していること。

　��１　介助サービス

　��２　ピア・カウンセリング

　��３　自立生活プログラム

　��４　住宅サービス（住宅情報の提供）

�会費の納入が可能なこと。

�障害種別を問わずサービスを提供していること。

　各国の��センターでは概ね以下のようなサービスを提供している。

�介助サービス

　介助サービスの提供方法には主に，米国のようにセンターに登録された介

助者を障害者が直接雇い入れる方式と，日本のようにセンターが介助者を派

遣する方法との２通りがある。

�ピア・カウンセリング

　障害者は周囲の偏見から「障害者だから結婚はできない」，「やってはダメ」
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と可能性を否定され，「外出すると人の迷惑になる」と自信を喪失させられて

きた。自らを卑下してしまっている障害者が自己信頼を取り戻していくため

の手段として，同じ障害をもつ者がカウンセラ－およびクライアントとなり，

対等なピア（同士）としての関係で実施されるカウンセリングである。

　米国などではピア・サポートという名称を用いているが，日本はコゥ・カ

ウンセリング（８）の手法にもとづいてピア・カウンセリングとして発展させ，

マニュアル化したことで誰でもが参加できるものとした。さらに，ピア・カ

ウンセラーを��センターにおいて自立のための精神的な支援や情報提供を行

う必須な職員として位置づけたことも，ピア・カウンセリングが重視される

きっかけとなった。

�自立生活プログラム（９）

　先輩の障害者が，施設や在宅での暮らしにより社会的経験をもたずに生き

てきた仲間に対して，具体的な生活技能を教えることを目的としている。社

会のなかで自立生活をしていく際の対人関係のつくり方，トラブルの処理方

法，金銭管理，公的サービスの使い方などを伝授する。

�権利擁護活動

　権利擁護には，差別的な扱いを受けた際に差別した人やその人の所属団体

に対する個別アドボカシーと，問題がある制度や社会環境を変えたり，維持

すべき制度や社会環境を守るシステム・アドボカシーがある。��センターが

団体として取り組む場合と，会員個人がセンターの指導のもとで行う場合が

ある。

�情報提供

　障害を理解して相談にのってくれる不動産屋や住宅改造をしてくれる工務

店，所得保障や介助などの公的制度，アクセシブルな店やレストラン，雇用，旅

行やレジャー等の情報を提供する。
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第２節　途上国での��の可能性

　自立とは第一義的に経済的自立であると考えていた途上国の障害者は，ア

クセスの整った環境にある先進国でのみ��運動は可能であると考えていた。

　１．途上国では発展不可能という誤解

　��における自己決定，自己選択の理念は途上国の障害者にとっても理想で

はある。しかし，自分たちにはまだ手が届かない関係のないものと誤解して

いた。それには以下のような理由があげられる。

���の活動をする余裕がないからできない

　先進国の障害者が��運動によって質の高い暮らしを謳歌するのを見聞きし

ても，途上国の障害者は自分がおかれている状況から，��を無縁のものとし

か考えられないでいた。ジンバブウェの障害者リーダー，ジョシュア・マリ

ンガ（���������	
���）は「豊かな国の人たちが��やよくなったサービスにつ

いて話しているときに，我々は生きるか死ぬかの話をしているのだ」と，格

差への怒りと��への羨望のこもった意見を述べている（�����［１９９９��１］）。

　��推進の中核となる障害者の自助グループは，途上国では軽度の障害者が

会員の大半を占めている。周囲の理解があり先進国のようにインフラが整備

されてさえいれば社会参加が可能であるのに，彼らの一般就労の機会は限ら

れている。そのためグループは権利擁護活動の傍ら，所得のない多くの会員

のために，インフォーマル・セクターでの仕事を紹介しようと，職業訓練（１０）

から始まり，作業所の運営もしくはマイクロクレジットの提供，製作品の販

売を行っている。��運動の基盤である権利擁護や啓発活動を実施しているの

に，経済状態のみに目がむけられ，��は自分たちに無縁であると思ってしまう。

�親元を離れ独立して生活するスタイルは途上国の文化になじまない

　途上国の多くでは家族が経済的，精神的に相互依存しあう集団主義的文化
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のもとに生活が営まれている。大家族制が存在しているとはいえ，障害者へ

の介助の提供は否応なく女性，特に母親に押し付けられてきた。

　成人でも親とともに暮らすのが一般的であるので，介助に当たってくれる

家族との一方的な関係を改善したくても，障害者，ましてや女性の場合には，

独立して居住する生活様式は社会的にも容認されない。

�介助者をみつけることができない

　途上国では，家族による介助が普通であるが，金銭的に余裕がある家庭で

は親が介助のために住み込みの使用人を雇い，ほぼ２４時間介助に当たっても

らっている。親であれ，親の代理として介助する使用人であれ，障害者はこ

のような形態では親の望む生活を強いられる。自分の望む生き方，つまり自

己選択の実行が阻まれている。しかし，��の概念にもとづいて訓練された介

助者を派遣してもらえる��センターのような組織は存在しない。存在しても

そのサービスへの対価を払うことができず，親の家を離れ独立することを勧

める��は無理であると思い込んでいる。

　また途上国では介助者の地位は低い（１１）。日本の��運動の初期では多くの大

学生が障害者のためにボランティアとなって介助を行った。大学生がいまだ

少人数のエリートである途上国では，介助者予備軍すらない状態である。

　２．途上国で��運動を可能とする条件

　途上国すべてにおいて��が可能であろうか。規模の大小を問わず��が実戦

されていくには，次の一定の条件が満たされるまで待たなければならない。

�障害者が教育を受けていて権利意識をもっていること

　統合教育に力が入れられ，障害児教育を普及させる努力は続けられている

ものの，いまだ教育を受けた障害者の数は限られる（１２）。人は教育によって意

識を変えられ，自己の存在を肯定し，尊厳をもつようになる。教育の機会が

なかった障害者の権利意識は弱く，専門家や家族の支配下で生活することを

当然のことと考えている。
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　教育とそれにともなう高い権利意識は��の思想を理解し受け入れるには必

要である。

�障害者の自助グループが組織化されていること

　��のパラダイムは従来の専門家一辺倒で進められてきたリハビリテーショ

ンのあり方を変える社会変革を促している。権利意識をもって障害者がひと

りで進められるものではない。それをともに実施していく仲間の存在，つま

り自助グループが結成されていなければならない。オーフォード（������）は

そのような団体の機能として８つをあげている（表２）。

　このような機能を備えている自助グループは「共通のハンディキャップや

人生を混乱させる問題を克服するために，また，望ましい社会的・個人的変

化をもたらすために，相互に助け合うために集まった仲間によって形成され

る」（����������	
����［１９８７��１５５］）。単なる親睦団体ではなく，障害者のニー

ズを訴えていく，��運動の哲学を理解できる意識の高いグループである。

　��推進の資源となるのはこのような自助グループである。政府の車椅子提

供制度やボランティアの育成，バザー等での活動資金を作り，地方自治体で

のパイロットプロジェクトの実施などを彼らが上手に利用して��を推進して

いる。

�権利擁護活動が実施されていること

　��推進のためには，障害者が単なる受益者としかみなされない医療モデル

から個人として尊重される社会モデルへのパラダイム変換が必要とされる。

そのため，グループによる，物理的，精神的な差別解消のための活動が必要

である。
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１　情緒的サポート（支援） ５　対処方法についてのアイデア

２　役割モデルの提供 ６　他者を援助する機会

３　力強いイデオロギー ７　社会的交わり（仲間づきあい）

４　適切な情報 ８　統御と統制の感覚

表２ セルフ・ヘルプ組織の８つの機能

（出所）オーフォード［1997：312］



　公共施設でのアクセシビリティを保障する設備の設置や，移動の自由を確

保するための公共交通機関でのアクセシビリティを求めての活動に加えて，

グループのメンバーが個人的に直面した差別の是正から国の施策の実施や，

制度の改正につながる活動も含まれる。

　

　３．��運動を進める戦略

　��運動にかかわる米国の障害者は，１９８０年代からほかの国々に��を伝えは

じめた（１３）。現在は日本がアジアでの伝播を幅広く行い，米国はモビリティ・

インターナショナル（１４）等の団体が自国での��の研修に途上国のリーダーを招

くことで��を伝えようとしている。

　途上国で��運動を広めるためには，理論的理解を進めるための啓発活動，

権利擁護活動，自助団体への重度障害者の参加，��でのロールモデルの提示

という方法が取られている。

�理論的理解を進めるための啓発活動

　自分のことをすべて自分で行うことを��とみなす自立観を否定することが，

理解を広める第一歩となる。障害者は身辺自立のためにさまざまな日常生活

訓練を施されてきた。介助者の手を借りても自己管理と自己選択ができるこ

とが��であるとの教えは，障害者，特に重度障害者には「よき知らせ」とし

て歓迎される。専門家や行政関係者にとっては最初からこのような考え方を

受け入れるのは困難であるかもしれないが，彼らに少なくとも��の概念を知

らせておかねばならない。

　しかし��の名称が先行し，その概念を完全に理解しないまま途上国の障害

者そして専門家の双方が誤って取り入れているケースも出てくるようになっ

た。たとえば，自立とは通常経済的自立であると理解されている。��での自

立においても同様な定義を第一義的に用いれば，重度障害者は自分たちに関

係ない話として��運動を遠ざける。専門家は経済的な自立生活の訓練が必要

であるとして，画一的なプログラムを組み立て，個々人の障害者がリーダー
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シップをとって活動していくのを妨げている。タイのシリントーン国立医療

リハビリテーション・センターでは，１９９８年に障害者職員の提案を受け入れ

て自立生活ユニットが創設された。施設内で地域で生活する障害者のモデル

不在のうちに実践されるプログラムでは��の真の理解には至れない。�����

沖縄で１９９８年から「障害者自立支援技術セミナー」として始まったコースで

も，英語コース名（１５）に��を入れていたため，研修に組み込まれていた授産事

業や雇用をもって自立生活と理解した研修生がいた。

　啓発活動はその後の��運動の基盤を築くために必要なものであるとの認識

にもとづき，日本の��関係者はあらゆる機会に��の概念を説き続けた。１９９２

年に中国で開催された���アジア太平洋ブロック総会で初めて自立生活運動

の分科会が取り上げられ，毎年開催されていた障害者インターナショナル（以

下���と略す）の地域リーダー養成セミナーにおいても，１９９４年から必ず��の

セッションを入れてもらうようにしていた。

�研修機会の提供とファローアップ

　しかし，障害者が熱狂して��の概念を迎え入れても，それを実際的な活動

に結びつけられることは少ない。ファローアップの支援が必要である。

　日本では，１９８３年に各地を講演旅行し，初めて��を語った米国の��活動家

のよびかけに障害者は目覚めた。しかしその後の組織だったファローアップ

もなく，障害者による何のイニシャティブも取られなかった。��運動の開始

は，別途に米国で研修をしてきた障害者による１９８６年の第１号の��センター

の誕生まで待たなければならなかった。

　アジアで最初の��セミナーは，スウェーデンの����（１６）と日本のヒューマン

ケア協会（以下���と略す）の２つの自立生活センターが中心になって１９９４年

にフィリピン・バコロッドで開催された。重度障害者の参加を強調した結果，

アジア３ヶ国から四肢マヒの障害者が参加した。主催者は，セミナー終了後

それぞれが代表する団体において小規模からでも��の概念を実践できると考

えていた。しかしバングラデシュのモターブ（�����）は勤務するマヒ者リハ

ビリテーション・センター（１７）での仕事を自立生活の活動に結びつけようとし
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ていたが健康が続かず，亡くなった。フィリピンの男性参加者たちは，各々

地方都市での障害者団体の役員ではあったが，非障害者の妻から介助を受け

られるため，自分たちの団体をとおして��運動を発展させることはなかった。

タイのトッポン・�クンカンチット（���������	
�����）の場合は，帰国後ス

カイトレイン（１８）のアクセスを求めてのデモ，権利を基盤とする活動を行う地

方の自助グループの育成，内外での��に関する講演，��の視点を活かしての

活動に努めた。そのため���は彼を支援し，ファローアップとしての��の研

修を申し出た。

　１９９９年にアジア・ディスアビリティ・インスティテートがマレーシアで開

催した��セミナーには，主要な障害者運動の活動家が参加した。そのなかに

は，逮捕を覚悟でモノレールのアクセス化を求めるデモを組織した女性障害

者もいた。最終日にはセミナー参加者全員が興奮に包まれて今後の��運動の

推進を誓った。その後ハワイでの第２回��サミットでの研修機会も提供した

が，小規模なフォローアップでは不十分であった。��運動が本格的に始まっ

たのは，２００５年にすでに障害者リーダーの間で��を受け入れる基盤が整って

いると判断した����専門家のよびかけでセミナーが開かれてである。

�自助活動への重度障害者の参加

　介助が必要な重度障害者が��運動の中心になることによって，その人が住

む地域は介助制度，社会保障，アクセシブルな交通機関や建物，障害者を受

け入れる学校や企業などを提供することを，行政が徐々に義務とし行わねば

ならなくなる。また，重度障害者が参加することによって助け合いながら，

協力して��センターを運営していくという副次的な効果をも生み出す。

　タイでは宝くじ売りが，かわいそうな障害者から買ってやろうとする顧客

の慈善をあてにした職業ではあったが，障害者にとって家族を扶養できるほ

ど儲かる職業となっていた。既存の団体は，その利権争いから障害者運動が

分断される弊害があっても，会員の利益のために宝くじ売りを認めていた。

一方，今までの運動のやり方に異を唱える障害者は，小規模でも自分たちの

ための組織をつくろうと，地元で自助グループを作りはじめた。

　第８章　途上国での自立生活運動発展の可能性に関する考察　239



　これらのグループは，会員には今までの障害者運動からは除外されていた

重度障害者も含めたが，定期的な自宅訪問や政府のサービス申請の手助け以

上の活動は見出せなかった。この状況を改善するには��運動しかないと考え

た前述のトッポンは，自助グループのうち，特に権利意識が明確なノンタブ

リ，チョンブリ，ナコンパトムの３県の団体を通して��運動を進めようとした。

彼を支援するために���が研修の開催を申し出た。活動に行き詰まりを感

じていたこれら３団体は，��運動の推進に賛成した。

���でのロールモデルの提示

　パキスタンでは，若い障害者のグループ，マイルストーンのメンバーがダ

スキン・アジア太平洋障害者リーダー育成事業で来日し，メインストリーム

協会や���等の��センターで１０ヶ月にわたる自立生活の研修を受けた。彼

の帰国を待って，２００３年より��運動に取り組んだ。ラホーレ近郊を回り，そ

れまで外に出る機会のなかった重度障害者をみつけて説得し，事務所を会場

に開催した��プログラムの研修を受けさせた。そのなかの男性の何人かに目

をつけ，事務所の一室で��を実践するよう誘ったが，応じてもらえなかった。

　最終的に自立を決意したのは，筋ジストロフィーの若い女性であった。彼

女は自宅の片隅に小さな家を建て，人に世話してもらう方法，つまり介助者

に自分の希望にそって手伝ってもらう自己決定が許される生活を実践しはじ

めた。昼間は日本からもってきた電動車いすで，��センターとして設立され

たライフ��センターにスタッフとして通っていた。イスラム社会でまず女性

から��のロールモデルが出た意義は大きく，すぐに男性２人が��を希望し実

践しはじめた。

第３節　���からみた����

　８０年代よりひとりでも多くの障害者にリハビリテーションを提供すべく途

上国で採用されてきた���（地域に根ざしたリハビリテーション）は，��と同
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様に障害者を自主性をもつ地域社会の平等な一員とさせるためのアプローチ

であった。途上国では過去２０年以上にわたり，国の政策として，もしくは

���による障害分野での地域開発の手段として���は広く普及してきた。

２０００年代に入ると，����の達成にあたり貧困撲滅の手段として再度注目を

浴びるようになった。

　１．地域社会の発展を目指した���

　途上国では，施設中心のサービスでは都市部を中心とするごく限られた障

害者しか恩恵に浴せなかった。そのため，メキシコではデビッド・ワーナー

（��������	
�	）が，インドネシアではチャンドラクスマ（���������	�
�）が，

���本部ではアイナ・ヘランダー（����������	�
）やパドマニ・メンディス

（���������	���
）をはじめとするチームが，同時期に個々に���に着手し

た（１９）。

　���は人口の７０～８０％に当たる農村部に居住する障害者を対象とした。障

害者の問題を解決したその知識は村のほかの問題の解決の際に貴重な経験そ

して自信になるとする，地域開発の戦略のひとつとして提唱された。地域で

ボランティアとして活動する���ワーカーが養成され，簡単なリハビリや生

活援助にあたった。���ワーカーによる基礎的な理学療法，歩行訓練，基礎

的手話のコミュニケーション，統合教育，マイクロクレジットでの起業の支

援などによって，障害者の生活に変化がもたらされた。

　しかし障害者の機能回復訓練が中心をなすために，地域住民の参加は���

ワーカーとしてのボランティア活動であり，必要な知識は外部に頼らざるを

えない現状があった（久野［２００６��９］）。医療的知識が重視されると，地域住民

全体を巻き込む村おこしが不可能になってしまう。

　��も含めてその現状を図１にまとめてみたが，実施段階でサービス提供者

や運営委員として障害者の参加が強調されてはいるが，���プログラムが結

局専門家主導もしくはその大半が施設のアウトリーチ活動として運営されて
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いるため，障害者は依然として保護され，管理されていた。障害者の���へ

の主体的参加が成功しているプログラムがほとんどみられないことを考える

と，���での障害者のエンパワメントには限界がある。
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図１　CBRの現状

（出所）筆者作成。



　２．���と��の比較

　奇しくも���は��とほぼ同時期に提唱されたものであり，障害者の社会参

加推進におおいに寄与していたために同列で論じられることが多い（２０）。ま

た，���に��を導入し強化しようする動きもある（２１）。

しかし���と��を比べてみると（表３），両者はコミュニティケアという点で

は同一の志向を示しているが，障害者のエンパワメントの視点からみると

まったく異なっている。���が���の意図とは裏腹な展開となっているの

は，施設というセッティングのなかで発展してきた医療にかかわる技能（フィ

ンケルシュタイン［１９９８��５２］）が直接地域で利用されたからである。
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表３　CBRとILの比較

CBR IL 

70年代 70年代 開始時期

すべての障害 すべての障害障害の種類

途上国では障害者の１～２％し

かリハビリテーション・サービ

スを受けられていなかった 

米国で，リハビリテーション・

サービスでの決定が障害者の意

思を無視して進められていた  

背景

受益者，意思決定過程の一参加

者

実施主体者障害者の役割

導入，支援，時には実施主体 組織上の連携はないが，必要に

応じて照会

専門職の役割

途上国でのサービスギャップの

解消

障害者による問題解決能力の育

成

目的

医療のなかで発展してきた介護，

リハビリの技能

障害者が経験してきた生きるた

めの技能

サービスの内容 

基本的ニーズ対応方式

農村の障害者の生活向上を中心

とする草の根型開発

誘導型ボトムアップ

社会的変革を目指す新しい生活

の模索

実施スタイル

（出所）筆者作成。



　３．���の今後

　���が，個々人の障害者を対象として���ワーカーによるサービスによっ

て障害者の社会参加に寄与していることは確かである。ロールモデルの存在

しない村においては，���の導入によっては初めて社会参加をした障害者は

どう生活していくのかビジョンが描けず，結局家族や周囲に依存して暮らす

こととなる。依然としてサービス受益者としての立場に甘んじている障害者

の姿がみえてくる。

　地域社会に障害に関する知識もなく障害者へのサービスもない村では，

���の導入は最適な手段となる。���が発展してきた段階では，リーダー

シップを備えた障害者も増えてくるはずである。その時期には���への専門

的な要求も増え，単なるボランティアによる活動からパラメディカル，もし

くは準専門家によるサービスへと変わっていくのではないだろか。そして地

域社会では��が中心となってくると思われる。

第４節　アジアの途上国での事例

　先進国においては，自己決定，自己選択ができるように障害者が家族もし

くは施設を離れてひとりで住む場所を探すところから自立が始まる。途上国

では同一敷地内で居住する状態である障害者が家族と相互依存しながら生活

しているので，家族との関係を維持しながら，先進国での自立の概念を取り

入れていく難しさがある（���������	��
��［１９９９��９２］）。

　途上国での��運動は，障害者の自己信頼の回復にもとづく自助活動を通じ

てのさらに重度な仲間へのサービスの提供，権利擁護活動や自己決定による

権利の行使から始まっている。

　障害者の権利条約がまさに実施されようとしているなか，障害者も権利意
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識に目覚めてきた。そのような背景のなかで韓国のように政府が介助制度を

支援するようになった成功例が出てきている。

　１．��運動の背景をなす活動

　アジアでの障害者の権利への取り組みは１９８１年の国際障害者年からである

といわれる。徐々に啓発されてきた障害者によって，障害者法づくり，アク

セシビリティを要求するキャンペーンやデモ，政策策定への参加など，権利

擁護につながるさまざまな活動があった（表４）。これらの活動は国の障害者

の自助運動が盛んであればあるほど，強力に実行されていた。

　２．アジアの途上国での��運動の発端

　アジアにおいて��運動が根付いてきたと思われる４ヶ国で，��運動がどの

ように導入されたのかを比較してみた（表５）。

　当然のことながら最初に障害者が��に関して情報の提供を受けている。し

かし３ヶ国では障害者のみに紹介するのではなかった。��は新しい概念であ
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表４　IL運動の背景をなす活動

（出所）筆者作成。

1991

1992

1993

1994

1995

1996 

2002

2003

2004

2006

タイ障害者リハビリテーション法制定

フィリピン障害者のマグナカルタ制定

アジア太平洋障害者の十年の開始

マレーシア・軽鉄道のアクセス要求デモ

タイ・スカイトレインのアクセス要求デモ

当事者団体を代表するナロン氏がタイ上院議員に就任

JICAによる初めてのILプロジェクトの開始
DPI第６回世界会議を札幌にて開催
第２次アジア太平洋障害者の十年の開始

アジア太平洋障害開発センターの開所

障害者権利条約の採択



るため政府役人，福祉関係者，障害問題専門家など周囲の人々の理解も肝要

となる。革新的なものであると警戒されることなく支援を得るためには，最

善の方法といえよう。

　３．タイ

　タイでは権利意識に目覚めた自助団体リーダーの強力なイニシャティブが，

��運動を成功に導いた。

　����の開発福祉支援事業のひとつとして，タイではチョンブリ，ノンタブ

リ，ナコンパトム３県の障害者協会を代表してレデンプトリスト障害者職業

学校により，日本では���がかかわって，２００１年度より３年間のパイロット・

プロジェクト「障害者の自立生活研修計画」が立ち上げられた。３年間のプ

ログラムでは，１年目に「自立生活の概念」，２年目に「ピア・カウンセリング」，
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表５　アジア４ヶ国のILプログラムの始まり

（出所）筆者作成。

国 タイ パキスタン フィリピン マレーシア

日 時 2002年1月 2003年 2004年7月 2005年9月 

活動内容 公開セミナーと自

立生活ワークショ

ップ 

ILセンターの設立
と重度障害者を探

して，個人もしく

は小グループでの

自立生活プログラ

ムの開催

公開セミナーと自

立生活ワークショ

ップ

公開セミナーと自

立生活ワークショ

ップ  

場 所 バンコク（セミナ

ー）とパタヤ（ワ

ークショップ）  

ラホール マニラ（セミナー）

とセブ（ワークシ

ョップ） 

クアラルンプール   

資 金  JICA HCA，メインスト
リーム協会，全国

自立生活センター 

HCA，自立生活セ
ンター日野，全国

自立生活センター  

JICA 

実施団体  ３県の障害者協会

（レデンプトリスト

障害者職業学校）

マイルストーン協

会

KAMPI
HACI 

社会福祉省



３年目に「自立生活センターの運営」をテーマとして毎年１日の公開セミナー

と４日間の計５日間の講習会を開始した。����のタイでのプロジェクト，ア

ジア太平洋障害開発センター（以下����と略す）もちょうど始動し，その研

修プログラムのなかに取り入れられた。

　プロジェクトの目的は，

�　自立生活運動の概念とスキルを得る。

�　ピアカウンセリングや自立生活センターの運営のみならず，社会全体

の意識や障害者が国民とともに独立して生活するという実情を理解して

もらうよう活動する。

�　社会のなかにいる障害者をタイ国民の一員としての権利を与える。

　１年目に３県から参加した各１０人の障害者はとても熱心であった。その結

果，タイでの自立生活の概念における開発と情報の普及，専門家や親を含む

障害分野の関係者への自立生活の理解の促進，３県の障害者リーダーへの自

立生活の概念の移転という成果があった。

　しかし参加者の障害の程度はそれほど重度とはいえなかった。そこで，彼

らは次年度までに，各々５人の重度障害者をみつけ，その人たちを外に連れ

出すことを宿題として課された。

　３グループはそれぞれ学生を中心にボランティアの訓練を行い，障害者を

外に連れ出すようにした。生まれて初めて外出する障害者がいた。家族の反

対でボランティアの訪問を拒否せざるをえなかった者もいた。健康状態が続

かず，辞退した者もいた。入浴介助に苦労している家族をみたボランティア

によって，体をもちあげるリフトを家に取り付けてもらった者もいた。

　ノンタブリ障害者協会の場合は（中西［２００５］），研修参加者を中心にまず作

業グループが結成され，そのメンバーが対象となる重度障害者の訪問調査を

開始した。そのなかから��プロジェクトの対象となりそうな障害者を選抜し，

訪問をしてプロジェクトの紹介を行った。その結果をグループに持ち寄り，

最終的に５人に絞り込んで参加者を決めた。これと平行に介助のボランティ

アを募集し，車椅子の扱い方などの介助の訓練を行い，参加した重度障害者

　第８章　途上国での自立生活運動発展の可能性に関する考察　247



をマッチングさせた。これらの障害者は��プログラムの研修後，介助サービ

スを使って��プログラムの一環として調理や買い物，海水浴などでの外出を

試みた。活動を評価したところ，予算の制限，介助者の配置と管理，作業グ

ループでの女性障害者の不在，家族の誤解が問題としてできたものの，今ま

で家から一歩も外に出たことのない障害者に自信と希望を与えた大きな成果

があった。

　２００２年のプログラムには初めて長い時間座って講義を聴く重度障害者も参

加していたため，会場にはベッドが持ち込まれ，自由にベッドで休みながら

講習を続ける者もいた。これによって，ピア・カウンセリングについて，タ

イにおける開発と情報の普及，障害分野に関係者を対象にしたピア・カウン

セリング理解の促進，３県の障害者リーダーへのピア・カウンセリングの知識

と技術移転という成果があった。特に，１年目に��の理念を歓迎しながらも

タイに��センター設立が可能なのだろうかと疑問を感じていた参加者が，集

中的に４日間ピア・カウンセリング講座を受講した結果，��運動の核心である，

障害は自らの内にあるのではなく社会の側に障害の起因となるものがあるの

だとの視点をもてたことの意義は大きかった。

　３年目の２００３年には，��センターの運営方法とタイにおける開発と情報の

普及，障害分野の関係者を対象とした自立生活センター運営についての理解

の促進，３県の障害者リーダーへの��センター運営についての知識と技術移

転の強化が成果としてあげられた。チョンブリでは��センターのビル建設が

着工し，ノンタブリにはオフィスが設置され，行政の資金も入り，ナコンパ

トムでも地方行政からの資金導入が決定し，それぞれが��センターの設立の

青写真が描けていたという背景があったからである（中西・川元［２００４��１６］）。

現在３県に設立された��センターは引き続き地域の重度障害者のエンパワメ

ント，��の啓発活動，権利擁護活動に努めている。すでにリーダーの何人か

は����の��コースで講師ともなっている。中心的な職員の多くは，交通事

故などで障害を受けて以来数十年を寝たきりで過ごしていた障害者であった。

絶望した生活から，仲間の障害者がもたらした��の情報に初めは半信半疑で
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耳を傾け，彼らの支援により車いすを手に入れ，その後はほかの寝たきりの

障害者宅を訪れ，仲間の自立を促すまでになった。彼らのロール・モデルと

しての役割は大きい。

　パイロット・プロジェクト終了後３県の��センターは，新たな連携をもと

めて２００６年６月にタイ自立生活センター協議会（以下���と略す）を立ち上げた。

彼らは社会開発・人間安全保障省へ，５ヶ所の��センターの新設への支援，

��センター事業の国民健康保険の行政サービスとしての制度化，政府，地方

行政機構による��センターへの継続的予算配分，重度障害者への一日最低２

時間の介助者派遣費用の保障，の４項目の政策提言を行った。

　４．パキスタン

　日本で２００１年に９ヶ月にわたり研修を受けた車椅子の障害者が，帰国後，

養護学校で小学校から高校までの同級生の仲間２，３人と始めたラホールの

自助団体マイルストンを母体として，２００２年にライフ自立生活センターを設

立したのが��運動の発端である。彼ら中心で活躍する若い障害者を，日本の

メインストリーム協会や���，���が研修機会の提供，運営費補助などによっ

て支援した。

　ライフ自立生活��センターは日本で研修を受けた人たちをリーダーとして，

介助サービス，自立生活プログラム（外出プログラム，スポーツ大会，アウト

リーチプログラムなど），ピア・カウンセリング，車いすの製作と修理，障害

者の在宅訪問など多岐にわたるサービスを開発してきた。その実績から２００５

年８月からには国の試行事業の認定を受け，２５名の利用者に対する月２３７０時

間の介助サービス事業も開始した。宗教的な規範に縛られないセンターの活

動は若い障害者の関心をよび，新規のメンバーが増えている。

　２００５年の４月にはイスラマバードにある自助団体����（��������	���
��

��������	
������	特別才能交流プログラム）の��センターが２番目の��セン

ターとして開所し，両者は競いながら発展を続けている。
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　２００５年１０月の大地震では，これら２ヶ所の��センターが協力して緊急支援

体制を確立した。その後復興事業として，ライフ��センターがイスラマバー

ドに場所を確保し，被災した脊髄を損傷した女性（２２）を収容し，移動訓練，排

泄，褥そう予防などの自立生活プログラム，付き添いの家族には介助の研修

を実施した。これらの活動に当たるためにイスラマバードに首都��センター

を設置した。

　ライフ���センターは，２００６年に世界銀行の��������	
������������
�

��������	���（２３）のプロジェクトより資金を提供され，ラホール近郊の農村部

４ヶ所で��センター建設を開始することとなった。����でも同じく世銀か

ら障害情報センター事業に資金の提供を受け，地震被災障害者への情報提供

の一部に��の概念やピア・カウンセリングを活かしている。

　��の活動は地震被災者へのエンパワメントがいまだ大きな部分を占めてい

るものの，結果として，自立生活の理念，自立生活プログラムという手法を

学んだ障害者によって，地震被災地から避難してきているより多くの障害者

をもエンパワーし，パキスタンの文化のなかでの試行錯誤を経ての活動が進

められていることの意義は大きい。また，地元の支援団体や国際援助機関と

の協力体制を築きながら活動の対象を着実に広げている点に継続的発展性が

認められる（三沢［２００６��４］）。

第５節　途上国モデル設立の際の日本の貢献

　すでに述べたように，���を通した組織だった日本の��センターの支援が，

アジアで��運動発展の原動力となっている。これには政府に施設を基盤とす

る障害者政策をゆるしてきた結果，地域基盤の政策に移行しようとしている

今，いったんは制度化された政策を変更させる難しさを障害者が嫌というほ

ど経験してきているので，アジアで施設の建設をするような愚を犯させない

という硬い決意があったからである。技術の伝播においては，初めてピア・
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カウンセリングがマニュアル化されたことは，どのような国，どのような障

害者にも��の概念を簡単に伝えることを可能とした。

　また����の関与もアジアでの��の成功におおいに貢献している。２００２年か

らは����タイ事務所，２００５年からは����マレーシア事務所が��運動を支援し

ている。

　さらに����プロジェクトして，２００２年にタイ・バンコクに����が開始さ

れたことも，アジアでの��の急速な普及に拍車をかけた。センターが目標と

する「アジア太平洋地域の途上国で障害者のエンパワメントとバリアフリー

社会」は，��運動なくしては推進が不可能であった。現在センターではピア・

カウンセリング研修と障害者自立生活センター運営管理者研修が毎年実施さ

れている。講師として毎回派遣される日本からの重度障害者に介助者の同行

を認めたことが効果的な講習として，コースを成功に導いている。目の前の

講師がロール・モデルとなることから，参加者にとって講義の内容が一段と

現実味を帯びてくるからである。

　��は障害者施策が整った日本だけのものではない。日本の���によって

韓国からささやかに始まったアジア全般への��の普及という取り組みが，

���の枠組みのなかで実施されて注目を集め，質，量，面においてさらに発

展することが予想される。それはアジアの障害者の権利を推進していく重要

な活動である。

第６節　今後の課題

　アジアでの��運動は日本から始まり，韓国，タイ，パキスタン，マレーシ

ア，フィリピン，ネパール，台湾などに急速に広まりつつある。

　しかしながら，それが本当に障害者をエンパワーし社会を変革していく運

動となるためには以下のような課題が存在する。

�相互依存のなかでの困難な自己決定
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　大家族のなかで庇護されるにせよ無視されるにせよ，自由とは無縁に生き

ていた障害者にとって「外出したい」「学校に行きたい」「仕事したい」など

の要求が満たされるだけで，それが��でいうところの自己決定のすべてと

なっている。

　実際に家を出て��運動を始めたリーダーはほとんどいないため，��運動の

核となる自己決定の意味を十分に伝え切れていない。

�不十分な介助体制

　障害が重度であればあるほど，介助の問題は重要となる。障害者が欲する

ことを実行するには，現在はボランティアに頼っている不安定な状況である。

家族の協力があれば家族に，なければ放置されるか友人や同じ地域の人に頼

ることを余儀なくされている。徐々に地方政府が介助のための補助金を提供

しはじめているが，最終的には国の制度に組み入れられるように働きかけが

必要である。

���の概念の普及

　��センターの発展ぶりを目にして，その有効性のみに興味をもって��を始

めたいとする人たちは多い。非障害者が実践する��運動であってはならない

し，職業訓練に重きをおいた��センターであってはならない。

　���では名前だけがひとり歩きをし，多くの���評価から当初の理想は実

施された���には反映されていないことが明白になっている。��においても

同様な事態とならないように，��を正確にほかの人に伝えられる障害者を途

上国で多数育成していかねばならない。

おわりに

　�����が１９９４年に環境のアクセシビリティを保障するために，����

������������	
������
��（障壁のない環境）のプロジェクトを開始した際に，

アジアの人たちにはアクセシビリティについて習う必要はあっても，実施は
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時期尚早であるとの意見が多かった。しかし１０年が経過すると，途上国の思

わぬ所にスロープが設置されていたり，車椅子用トイレがあって，予想以上

のスピードで障害者に配慮したアクセシブルな環境が生まれている。

　��運動においても，タイやパキスタンでは最初の導入から５年も経たずに

��センターが誕生した。今後アジア全体で急速に普及するであろうことが予

想できる。��運動は途上国のものか否かなどという議論はだんだんと古いも

のとなり，先進国での技能を応用する妥当性が論じられ，途上国経験に立脚

した��を主張する論客が登場することになるであろう。

〔注〕―――――――――――――――

�　���������	�
������������������������の略。

�　������������	
����	��	�����������������������	
�の略。

�　����������	
����������������
�
����������の略。

�　��������	
�����	��	�����������	������の略。

�　国連の�����������	
�����������������������������	�
����でのリハビリ

テーションの定義では，初めて「目的に即した期限を限った行為」とされた。

�　������������	
������
���
������
��������１�����，２００６年１２月２０日閲覧。

�　１９７８年のリハビリテーション改正法７章。

�　再評価カウンセリングともよばれている技法。

�　米国などでは「自立生活技能訓練」とよんでいる。

�　最近ではコンピューターの訓練に人気が集まっているものの，身体障害者に

は編み物，洋裁，刺繍，カ－ペット作り，タイプ，理容，視覚障害にはチョー

ク製造，織物，籐でのいす作り，ろうそく作り，聴覚障害には木工細工，織物

など伝統的な職業技能がいまだ行われている。

�　タイの障害児施設の介護職員は，安い給与であっても，小学校卒ゆえにほか

に仕事がないので介護を仕事とせざるをえない（丸山［２００１］）。

�　１９９９年にはアジア太平洋では教育を受けられる障害児は５％といわれた

（�����［１９９９］）。

�　エド・ロバーツやジュディ・ヒューマンをはじめとする��運動の活動家が海

外で講演したり，米国での研修プログラムに途上国から障害者リーダーを招い

て��を広めようとしたが，一定の国をターゲットに国外でプロジェクトを行う

までには至らなかった。

�　���������	
���
���
�����の 研 修 プ ロ グ ラ ム������������	
��������

���������	����
���
���������������
�では，参加者は先進国，途上国を問うては
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いない。

�　�������������	
	�������	���������������

�　���������	
���������	��	������������������の略。����の中核となってい

る自立生活センター。

�　�����������	�
�������������
������������　国のなかで最も障害者の自立，尊

厳，権利に配慮しているリハビリテーション・センター。

�　���――バンコクの高架鉄道。

�　���チームは１９７９，８０，８３年に試行版の���マニュアル�����������	�
���

����������	
��������	�を出版し，������は１９８１年に���プログラムである

�������を立ち上げ，�������は１９７８年に遠隔地リハビリテ－ション活動を始

め，正式には１９８２年に村落部の取り残されていた成人障害者も対象に���を開

始した。

�　１９９７年に���アジア太平洋評議会が主催した「指導者研修セミナー」での最

終宣言において，初めて���と同列に��を並べて論じた。

�　第２次アジア太平洋障害者の十年の行動計画，びわこミレニアム・フレーム

ワークにおいては，地域基盤のアプローチを推進するための戦略のひとつとし

て���がピア・カウンセリングをはじめとする��の概念に習うべきであるとし

ている（���������１０）。

�　イスラム教の教えで女性は家から出られなかったため，地震の際に家に残っ

ていた女性が家の下敷きとなり脊髄に損傷を負う場合が多かった。

�　世界銀行が行っている小規模融資プログラム。開発プロジェクトのなかか

ら，ほかの開発プロジェクトが拡大もしくはモデルとできるような創造的な企

画を競わせて，資金を提供する。パキスタンでは，障害分野に特化したプロ

ジェクトが資金提供の対象となった。
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